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１．はじめに 

企業の使用者は、企業秩序を定立し維持

するために、従業者を管理監督する権限を

有する。 
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４．むすびにかえて 

・・・モチベーションの低下、CSR の観

点からの社会的評価の低下など、将来的な

利益逸失又はコスト負担を考慮すれば当然

であろう。 

注 

(1)石井夏生利（2014）『個人情報保護法の

現在と未来』勁草書房、p○

(2)東京地判平成 14年 2月 26日労判 825

号 50頁

(3)・・・・・
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